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客引き行為等禁止区域  
 

１ 区域指定日 
   平成３０年１０月１日（月） 

 

２ 客引き行為等禁止区域 
地 区 位    置 区 域 

名古屋駅

地区 

○中村区竹橋町、椿町、名駅一丁目、名駅二丁目、 

名駅三丁目、名駅四丁目及び則武二丁目 
別図第１のとおり 

栄地区 
○中区栄三丁目、栄四丁目、栄五丁目、新栄一丁目

及び錦三丁目 
別図第２のとおり 

金山地区 

○中区金山一丁目、金山二丁目、金山四丁目及び 

金山町一丁目 

○熱田区金山町一丁目及び金山町二丁目 

別図第３のとおり                     
資料３－２ 
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